
京都市告示第   号 

 告示の一部を次のように改めます。 

  令和７年９月３０日 

京都市長 松井 孝治   

 

１ 平成３０年１２月２８日京都市告示第４９４号（京都市京町家の保全及び継承に関す

る条例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市伏見区竹田内畑町１７９番地及び

１８０番地 
重要京町家の解体により所在地を削除 

 

２ 令和元年１０月１０日京都市告示第３７７号（京都市京町家の保全及び継承に関する

条例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市東山区新門前通大和大路東入三丁

目梅本町２５２番地 
重要京町家の解体により所在地を削除 

 

３ 令和２年１１月１８日京都市告示第４２６号（京都市京町家の保全及び継承に関する

条例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市上京区寺町通広小路下る東桜町３

９番地 
重要京町家の解体により所在地を削除 

 

４ 令和３年２月１０日京都市告示第５６１号（京都市京町家の保全及び継承に関する条

例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市伏見区桃山町本多上野２番地 重要京町家の解体により所在地を削除 
 

 

４１０



５ 令和６年１１月２９日京都市告示第５３２号（京都市京町家の保全及び継承に関する

条例に基づく重要京町家の指定） 
変更前 変更後 
京都市下京区醒ヶ井通仏光寺下る荒神町

４６１番地及び４６３番地 
京都市下京区醒ヶ井通仏光寺下る荒神町４

６１番地 
（都市計画局まち再生・創造推進室） 


